
新見市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領に基づき指名停止措置を行った業者は、下記のとおりです。

措置年月日 商　号　等 代 表 者 名 等 所　在　地 指　名　停　止　理　由 適　用　条　件

R8.6.10 協和テクノロジィズ（株）　岡山事業所 所長　板倉　史享 岡山市北区駅元町３１－２ R8.6.10 ～ R8.7.9

建設業法（昭和２４年法律第１００号）その他の
関係法令に違反したことにより、監督官庁から
行政処分等を受けたとき。（近畿総合通信局よ
り行政処分）

　別表（５　建設業法等関係法令違反）

停　止　期　間

新見市建設工事等入札参加資格者指名停止一覧


